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令和４年２月発行　第19号

埼玉県 在宅保健活動者の会

「青空会」会報

埼玉県在宅保健活動者の会「青空会」

会長あいさつ 会　長　　横関　身江
会員の皆様には、日頃より青空会の活動にご理解、ご協

力いただきありがとうございます。
令和２年度より会長に選任されまして２年が経とうと

しています。しかし、この２年間、ＣＯＶＩＤ－１９の感
染拡大に伴い、平常の青空会活動が大幅に制限されました。
今年度の総会、研修会は出席者が少ない中でやっと開催す
ることができました。

昨年８月の第５波では医療体制がひっ迫し、埼玉県でも
入院が必要な状態でも入院できず、自宅療養中に死に至る
という症例が起こり、本当に痛ましいことでした。ＣＯＶ
ＩＤ－１９はどんどん変異し、昨年末にオミクロン株が報
告された後、令和４年１月には第６波として感染が急拡大
していきました。

ＣＯＶＩＤ－１９を重症化させると言われている５つの
リスク因子・・・①肥満　②高血圧　③糖尿病　④脂質異
常　⑤喫煙は、平成２０年から始まった特定健康診査のメ
タボリックシンドローム予防のための生活習慣を見直す５
つの因子と一致します。肥満を防ぎ、高血圧、糖尿病、脂
質異常症にならないよう食生活、生活習慣を改善する、ま

たこれらの疾患になった時には適切な治
療を継続する、そして禁煙をする。日頃
から運動習慣を身につけ、食生活を改善することで、免疫
力を高め、体力を落とさないことが感染症に打ち勝つこと
につながっていることに気づきます。

全国的にもＣＯＶＩＤ－１９のために特定健康診査受診率
が低下し、国保連合会の市町村支援でも行っている、特定保
健指導の利用勧奨においても「コロナが怖いから行きたくな
い」と言われることも度々です。特定保健指導がメタボリッ
クシンドロームの改善だけでなく、各種感染症の重症化予防
にも意味のあることを強調していく必要があると考えます。

全国の在宅の会もコロナ禍にあって、会員数の減少、活
動の見直しを迫られているようです。

このような状況下で、青空会の設立当初の目的である、
研修会等を通じた会員の資質の向上や相互の連携を図る
ネットワークづくりが難しくなっておりますが、早く日常
が戻り皆様と共に活動できることを願っております。

最後に、困難な中で粛々と事務作業を進めていただいて
いる国保連合会事務局の皆様へお礼申し上げます。

令和４年度「青空会」年間予定スケジュール

※　総会では、埼玉県在宅保健活動者の会役員任期満了に伴う選任を行います。

国保連合会事業への協力

ブロック別活動

情報交換会

随時行うもの
開催月 研修会・会議等

令和４年　４月 監事会・第１回役員会・第１回活動委員会

５月 総会・第１回研修会

９月 第２回役員会・第２回活動委員会・第２回研修会

令和５年　２月 第３回役員会・第３回活動委員会・第３回研修会
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第１回研修会　令和３年５月１８日（火）
講演　「オリンピアンから学ぶ、食と行動の在り方」
講師　筑波大学体育系助教　清野　隼氏
２０２１年、東京で57年ぶり2回目のオリンピックが開催されました。そこで、公益財団法人日本オリン

ピック委員会強化スタッフとして、選手を栄養面からサポートされている清野
先生をお招きし、選手の食生活や行動変容を通して、私たちがどのように食生
活と行動を心がけていけばよいか、ご講演いただきました。

蛋白質はおやつを含めた複数食で均等に摂取することが望ましく、健康長寿
を目指す上で、運動・栄養・社会参加が重要であるとお話をいただきました。

今回の研修で、規則正しい生活の重要性を再認識することができました。
（南部ブロック会員　前島　純子）

青空会では、市町村等が行う保健事業を支援するため、埼玉県国保連合会の「在宅保健師等による支援事
業」に協力しています。

毎年３月頃、皆様に調査票を送付し、事業に協力いただける会員を募っております。
会員が初めて支援を行う場合は、国保連合会の職員が支援（勤務）先の市町村等との打合せに同席いたしま

すので、心配なく業務を開始することができます。
会員の希望に応じて、その後の打合せの同席も可能です。
また、支援に必要なマニュアルの提供、万一の事故等に備え、賠償責任保険及び損害保険にも加入していま

すので、安心して業務ができる環境が整っています。
支援先の市町村等からは皆様の協力に対して、たくさん感謝の声が届いておりますので、皆様のご協力をお

待ちしております。なお、支援の流れは、以下のとおりです。

【支援事業の主な流れ】

第１回研修会
講演　「オリンピアンから学ぶ、食と行動の在り方」に参加して

埼玉県国保連合会の「在宅保健師等による支援事業」への協力について

④　市町村等と会員で事業について打合
せを実施（国保連合会も必要に応じて
同席）
⑤　支援実施
時期：令和４年６月～令和５年１月頃
　　　平日９時～１７時
時間：半日・３時間
　　　１日・６時間（休憩１時間）
場所：原則、国保主管課もしくは保健

センター
主な支援内容：特定健診・特定保健指

導の電話勧奨、特定保健指導、
健診結果の説明・健康相談

⑥　国保連合会か
ら謝金及び交通
費の支払い

①　会員に『埼玉県在宅保健活動者の会「青空
会」調査票』を送付（３月頃）

②　国保連合会が市町村等からの支援希望
を確認。協力可能との回答があった会員に
国保連合会が電話で調整（５月頃）

③　派遣会員を決定し、会員と市町村等に通知
（５月～６月頃）

調査票で確認する主な内容
・協力可能な業務の内容
・協力可能な時期
・協力可能なエリア

市町村等の声
◦専門職による特定健診受診勧奨であることから、他の健診の紹介や、健康相談に対応してもらう

ことができるため、大変助かっています。
・保健師の知識を活かしながら、優しい口調で電話していただき、真摯に取り組む姿がすばらしい

と感じました。
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西部ブロック会員　池田　寛子
１０年前から、腎疾患対策事業での健康相談の協力をさせていただいています。事前に市町村職員との打合せ

があり、丁寧な説明をいただき、不安なく従事することができました。
自宅に訪問をし、食事記録や尿中塩分量を測定してもらい、１週間後の再訪問で、減塩や水分摂取について指

導、更に３か月後の最後の訪問で、指導内容が継続して実行されているか確認をします。この事業を通して、個
人の生活環境に合わせた指導をすることの大切さを改めて実感しました。

そして、訪問後にはカンファレンスがあり、気軽に相談したり、自分が気づかなかった課題を見つけ出すこと
もできました。

今後も、広い視野を持って、健康づくりの手助けができる保健師を目指し、自分自身の向上のためにも、支援
事業に協力していきたいと思います。

西部ブロック会員　工藤　律子
３市町村での事業協力の機会をいただきました。
対象は成人、特定健診・特定保健指導事業で、概要は次のとおりでした。
１　未受診者への電話による受診勧奨（流れの中で保健指導）
２　集団健診会場での特定保健指導の動機付け面談（健康相談含む）
３　健診後日の結果説明、生活改善等相談　
事前に国保連合会の担当に仲介、事前調整（電話連絡、資料の提示）を行っていただいたおかげで、スムーズ

に業務に就くことができました。
今の私にとっては、非日常の貴重な仕事時間。各会場での職員の方、対象の方々との出会いの時間は、緊張も

しましたが、少しでも力になれたらとの思いで、楽しい一時でもありました。

協力会員の声

会員の声
令和２年から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活だけでなく、地域活動の面でも大きな変

化があったと思われます。そこで会員の皆様にコロナ禍における地域での活動状況について伺ってみました。

退職後、愛犬と余暇を楽しんでいました。ところが
ＣＯＶＩＤ－１９の大流行で一変。巷では「保健師」
という３文字が？！　何かお手伝いができないかと申
出ると「今日からでも来てほしい」との話があり、昨
年から“患者・接触者相談業務”に従事しています。
１日中市民や医療機関からの電話が鳴りやまず。使命
感を持っていても疲弊しますね。そんな中でも「意識
もうろうの中、陽性と言われた」「家族全員が感染した、
どうしたらよいか」等の相談が入り、丁寧に話を伺い、
今必要なことを分かりやすく説明する毎日です。

この年齢で、また第一線の方々のお手伝いができる
ことに感謝しています。

（東部ブロック会員　花井　富士子）

昨年の５月から１０月、自治体のコロナワクチン集
団接種会場で、相談コーナー・問診票確認・接種後待
機コーナーのお仕事をしました。

感染状況の変化が早く、対象者の状況も質問も日々
変わっていき、ドキドキの連続でした。事前に渡され
た「手引き」に目を通し、変化がある都度、現場で確認、
関係のありそうなホームページをチェックし、スマホ
の時代で良かったと何度も思いました。

１００％の安心安全は望めないコロナ禍で、少しで
も不安が取り除かれ、自己決定していただくお手伝い
ができていたらと、何度も願いました。

（西部ブロック会員　関口　悦子）

世界をパンデミックに陥れたＣＯＶＩＤ－１９は、
母子保健の最前線のひとつである乳幼児健診にも大き
な影響を与えました。

消毒の徹底や相談時間の短縮、集団指導、仲間づく
りの場の中止。ただでさえ孤独な育児をしている保護
者にとって、とても厳しい状況になっています。

限られた時間の中でどんな対応が求められるのか、
どんな対応をすれば支えになれるのか、常に模索の中
で業務にあたる日々を送っています。

（南部ブロック会員　石岡  さやか）

私が行った業務は、感染予防対策の普及に関するこ
とです。地域の集まりの中で、クラスターが起きない
よう、参加者である住民の方々に感染予防の話をし、
その後、定期的に感染予防策の実施状況を確認してい
ます。

また、実際の支援には参加できませんでしたが、
IHEAT の研修を受け、とても勉強になりました。

今後も、住民の方々が、正しい理解をし、安心して
生活できるように、１人１人に寄り添った関わりがで
きるよう、活動していきたいです。

（北部ブロック会員　西村  由香）
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「青空会」では、会員のニーズに応えた研修会の開催
や会員相互の交流、市町村等が行う保健事業の支援を
しています。

経験を活かした会の活動や地域住民の健康づくりに
興味のある保健師、助産師、看護師の有資格者で、就
業していない方もしくは、非常勤等の方がいらっしゃ
いましたら、ぜひご紹介ください。

入会方法等につきましては、国保連合会のホーム
ページ「さいたまこくほ Web」www.saikokuhoren.
or.jpの「お知らせ」にも掲載しておりますので、ご活
用いただき、お気軽に事務局までご連絡ください。
【事務局】

埼玉県国民健康保険団体連合会　保健課
〒３３８―０００２

さいたま市中央区大字下落合１７０４番（国保会館）
ＴＥＬ　０４８－８２４－２５３９
ＦＡＸ　０４８－８２４－２７６５

会員募集

会の成り立ちについて

青空会は、令和６年１月に設立２０周年を迎えます。設立当初と比較し、少子高齢化による働き方の変化、情報ネッ
トワークの進化による情報発信・取得方法の多様化など、社会情勢は大きく変化しています。

令和３年１１月２４日に開催した役員会で、２０周年を迎えるにあたり、まず会を立ち上げた目的や経緯を、もう一
度会員同士で共有してみようという声が出ました。

そこで、会の立ち上げ当時の状況や活動について、会の発足当時から参加している塚原会員に寄稿いただきました。

会の立ち上げの第一歩は、産休代替として同じ職場で働いていた、故・田沼会長（初代会長）と小林活動委員（現・
北部ブロック代表）の「在宅で働く仲間の会をつくって、情報収集や勉強会をしたいね」という２人の会話から始まり
ました。ちょうど「健康日本２１」がスタートした頃です。

平成１３年１０月、１５名の仲間が賛同し、北部の在宅保健師の会が田沼会長、連絡係は小林さんとして発足しまし
た。情報収集・勉強会、親睦を深める楽しい集いの場として、徐々に仲間も増えました。

この時期、全国ではすでに多くの在宅保健師の会が立ち上がっていたこともあり、田沼会長は、全県レベルの会の設
立が必要なのではないかと考え、県国保医療課、健康福祉政策課をはじめ、看護協会や国保連合会に繰り返し相談をし
ました。

平成１５年９月から国保連合会に事務局をお願いする形で数回の検討会を重ね（ここから私も参加）、平成１６年１
月に埼玉県在宅保健活動者の会が発足しました。

田沼会長は就任あいさつで、「常に最新の知識や情報を受け入れ、時代に即したより質の高い保健サービス提供が
できることを願っています」と会設立の目的を述べられました。事務局の定期的な研修会や仕事の依頼等により、私た
ちの立場も大きく安定しました。

北部支部活動（現・北部ブロック）は、平成１８年９月、地域の介護予防活動を、実践を伴う勉強会と位置づけて
「生き生き健康相談」を毎月１回開始。地域住民との交流の場とスタッフの実技研修の場でした。何より、先輩保健師
の楽しみと生きがいを感じる場でもありました。

平成２１年６月にはショッピングセンターで「さわやか健康相談」を開始。「私たちの活動を地域に広め浸透させ
る」ことを目的に、対象を若い世代に広げ、内容も特定健診のPR及び受診勧奨を加えました。初回は国保連合会の協
力をいただき、盛大に実施しました。

また、支部研修会を隔月で開催し、研修の伝達、栄養士や歯科衛生士を講師に迎えて様々な指導を相談者目線で学
び、意見交換会を実施しました。研修会は現役保健師と一緒に参加し、保健福祉施設等の見学、ランチ付き意見交換
会。会員相互で支え合って楽しく、田沼会長の遺志も忘れずに・・・そんな風に活動をしてきました。

地区幹事　　塚原　晃江
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令和 3年度会員の年齢構成


